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所
蔵
資
料

ア

ー

カ

イ

ブ

ズ

を
読
む 

第
１
回 

東
京
府
庁
の
始
ま
り 

『
東
京
府
御
開
書
留
』
明
治
元
年
（
一
八
六
八
） 

請
求
番
号
：
６
０
５
．
Ａ
４
．
０
１ 

 

東
京
都
公
文
書
館
で
は
、
古
文
書
解
読
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
座
と
題
し
、
二
十
七
回

に
わ
た
っ
て
江
戸
明
治
期
の
所
蔵
資
料
を
ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
た
び
令
和
２
年
４
月
、
新
館
移
転
を
契
機
に
、
新
た
な
シ
リ
ー
ズ
と
し
て

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
よ
り
幅
広
い
年
代
の
資
料
を
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

今
回
は
そ
の
第
１
回
「
東
京
府
庁
の
始
ま
り
」
を
お
届
け
し
ま
す
。 

当
館
で
は
旧
東
京
府
・
東
京
市
が
作
成
し
た
公
文
書
約
３
万
４
千
冊
を
所
蔵
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
首
都
行
政
を
伝
え
る
貴
重

な
歴
史
資
料
と
し
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
取
り
上
げ
る
『
東

京
府
御
開
書
留
』
は
、
そ

の
う
ち
の
一
冊
で
す
。
間

も
な
く
元
号
が
慶
応
か

ら
明
治
に
変
わ
ろ
う
と

す
る
、
ま
さ
に
時
代
の
転

換
点
で
、
発
足
し
た
ば
か

り
の
東
京
府
が
作
成
し

た
文
書
で
す
。 

そ
れ
で
は
早
速
資
料
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

 １
．
資
料  

東
京
府
文
書
『
東
京
府
御
開
書
留
』〔
東
京
府
開
設
書
〕〈
常
務
方
持
〉

明
治
元
辰
年
８
月
よ
り 
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２
．
資
料
の
解
読 

 

   

北
改
正
懸 

 
 
 
 
 
 
 
 

南 

 

御
同
役
中
様 

 
 
 
 
 
 
 

御
同
役 

 

明
十
七
日
東
京
府
江

烏
丸
殿
御
引
移 

相
成
候
ニ

付
而
者

大
一
郎
殿
日
々
同
所
江

御
詰 

被
成
白
洲
者

一
切
御
聞
不
被
成
候
間
廻
方
同
心 

捕
も
の
之
分
其
御
方
江

為
差
出
候
様
被
仰
渡
候 

委
細
御
直
談
有
之
候
儀
与
者

存
候
得
共
為 

御
承
知
此
段
得
御
意
置
候
以
上 

 
 

八
月
十
六
日 
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３
．
読
み
下
し
例 

 
北
改
正
懸 

 
 
 
 
 
 
 
 

南 

 

御
同
役
中
様 

 
 
 
 
 
 
 

御
同
役 

 

明
十
七
日
東
京
府
え
烏
丸
殿
御
引
移
り 

相
成
候
に
付
て
は
、
大
一
郎
殿
日
々
同
所
え
御
詰 

成
ら
れ
、
白
洲
は
一
切
御
聞
成
さ
れ
ず
候
間
、
廻
方
同
心 

捕
も
の
の
分
其
御
方
え
差
出
さ
せ
候
様
仰
せ
渡
さ
れ
候 

委
細
御
直
談
こ
れ
有
り
候
儀
と
は
存
候
得
ど
も 

御
承
知
の
た
め
此
段
御
意
を
得
置
き
候
、
以
上 

 
 

八
月
十
六
日 

   

４
．
現
代
語
訳 

 

明
８
月
１
７
日
に
東
京
府
庁
舎
へ
烏
丸
殿
（
初
代
東
京
府
知
事
烏
丸
光
徳
）

が
引
き
移
ら
れ
る
に
つ
い
て
は
、
大
一
郎
殿
（
東
京
府
判
事
土
方
大
一
郎 

後

に
久
元
）
が
日
々
府
庁
へ
勤
務
さ
れ
、〔
烏
丸
府
知
事
は
〕
白
洲
（
＝
訴
訟
・

裁
判
・
取
り
調
べ
等
）
は
一
切
取
り
扱
わ
れ
な
い
の
で
、
廻
り
方
同
心
（
市
中

を
巡
回
し
て
取
り
締
ま
る
役
柄
の
同
心
）
の
捕
り
物
（
犯
罪
捜
査
・
逮
捕
）
の

分
は
、
そ
の
方
〔
大
一
郎
殿
〕
へ
差
し
出
さ
せ
る
よ
う
仰
せ
渡
さ
れ
ま
し
た
。

詳
し
く
は
直
接
お
話
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
お
知
ら
せ
の
た
め
ご
連
絡
い

た
し
ま
す
。 

８
月
１
６
日 

 

 

５
．
資
料
解
説 

 

慶
応
４
年
（
１
８
６
８
）
５
月
１
５
日
、
上
野
寛
永
寺
に
立
て
こ
も
り
抵
抗
を
続

け
て
い
た
彰
義
隊
を
破
り
江
戸
を
手
中
に
お
さ
め
た
新
政
府
は
、
そ
れ
ま
で
江
戸

市
中
の
行
政
を
町
奉
行
に
委
任
し
て
い
た
体
制
を
改
め
、
同
月
１
９
日
に
町
奉
行

所
を
廃
し
市
政
裁
判
所
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
時
町
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
達

は
従
来
通
り
職
務
を
続
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
す
。 

同
年
７
月
１
７
日
、
江
戸
を
東
京
と
す
る
詔
書
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
市
政
裁
判

所
は
廃
止
さ
れ
、
東
京
府
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
府
庁
舎
に
は
、
幸
橋
内
に
あ
っ
た
元

大
和
郡
山
藩
柳
沢
家
の
上
屋
敷
が
あ
て
ら
れ
ま
し
た
（
現
千
代
田
区
内
幸
町
１
―

２
）。
正
式
な
開
庁
は
８
月
１
７
日
、
全
て
の
業
務
を
府
庁
舎
へ
移
し
て
、
執
務
を
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開
始
し
た
の
は
９
月
２
日
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
元
の
市
政
裁
判
所
、
す
な
わ
ち

町
奉
行
所
の
建
物
で
業
務
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
簿
冊
は
、
発
足
し
た
ば
か
り
の
東
京
府
が
、
業
務
開
始
当
初
か
ら
や
り
と

り
し
た
受
発
信
文
書
を
書
き
留
め
た
も
の
で
、
常
務
方
が
保
管
し
て
い
た
も
の
で

す
。
表
紙
左
上
に
「
壱
」
と
朱
墨
で
記
さ
れ
て
お
り
、
東
京
府
発
足
の
最
初
期
に
作

成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

明
治
初
年
の
東
京
府
の
組
織
は
、
町
奉
行
所
の
組
織
を
元
に
、
改
編
さ
れ
て
い

き
ま
す
が
、
資
料
に
よ
っ
て
呼
び
方
が
異
な
っ
て
い
た
り
、
職
掌
が
明
ら
か
で
な

い
な
ど
不
明
な
点
が
多
く
あ
り
ま
す
。
常
務
方
（
常
務
局
・
常
務
掛
）
は
、
明
治
２

年
（
１
８
６
９
）
か
ら
５
年
に
か
け
て
存
在
し
て
い
た
組
織
で
、
主
と
し
て
庶
務
的

業
務
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。 

今
回
取
り
上
げ
た
資
料
は
、
こ
の
簿
冊
に
収
録
さ
れ
た
全
５
４
件
の
文
書
の
内
、

３
件
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

宛
先
は
「
北
改
正
懸 

御
同
役
中
」
、
差
出
は
「
南 
御
同
役
」
と
あ
り
ま
す
。

東
京
府
の
前
身
で
あ
る
市
政
裁
判
所
は
、
南
北
に
分
か
れ
て
い
た
町
奉
行
所
１

を
引

き
継
い
だ
た
め
、
南
市
政
裁
判
所
と
北
市
政
裁
判
所
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
文
書
は
元
北
市
政
裁
判
所
で
執
務
を
行
っ
て
い
た
「
改
正
懸
」
へ
、
元

南
市
政
裁
判
所
で
執
務
し
て
い
た
「
同
役
＝
改
正
懸
」
か
ら
送
付
さ
れ
た
文
書
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

改
正
懸
と
は
、
町
奉
行
所
が
市
政
裁
判
所
と
改
称
さ
れ
て
間
も
な
い
５
月
末
に

定
め
ら
れ
た
２

役
職
で
、
町
奉
行
所
時
代
の
「
年
番
方
」
を
改
称
し
た
も
の
で
す
。

年
番
方
と
は
、
町
奉
行
所
の
管
理
を
司
っ
た
役
職
３

で
、
現
在
の
総
務
や
庶
務
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
文
書
は
、
８
月
１
７
日

の
東
京
府
発
足
を
控
え
、
南
北
に
分
か
れ
て
執
務
し
て
い
た
東
京
府
の
管
理
担
当

者
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

烏
丸
光
徳
（
か
ら
す
ま
る
み
つ
え
）
は
、
天
保
３
年
（
１
８
３
２
）
生
ま
れ
。
京

都
の
公
家
大
納
言
烏
丸
光
政
の
嗣
子
。
王
政
復
古
後
参
与
職
に
任
じ
ら
れ
、
征
討

参
謀
と
し
て
大
和
国
へ
出
向
し
た
の
ち
、
大
総
督
宮
と
三
条
実
美
左
大
臣
附
属
と

し
て
関
東
表
へ
下
向
し
ま
す
。
慶
応
４
年
５
月
江
戸
府
知
事
に
任
じ
ら
れ
、
東
京

府
発
足
後
初
代
府
知
事
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
正
式
な
任
用
は
８
月
２
０
日
で
す
。

同
年
１
１
月
７
日
に
は
退
任
し
ま
す
の
で
、
在
任
期
間
は
わ
ず
か
２
カ
月
余
り
で

し
た
。 

土
方
大
一
郎
（
久
元
）
は
、
天
保
４
年
生
ま
れ
。
元
土
佐
藩
士
、
こ
の
直
前
ま
で

鎮
台
府
判
事
と
し
て
南
市
政
裁
判
所
で
白
洲
も
の
（
＝
訴
訟
・
裁
判
・
取
り
調
べ

等
）
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
白
洲
（
し
ら
す
）」
と

は
、
時
代
劇
に
も
よ
く
登
場
す
る
御
白
州
の
こ
と
で
す
４

。
す
で
に
判
事
と
し
て
裁

判
の
経
験
の
あ
る
土
方
が
引
き
続
き
担
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
は
後
に

こ
の
と
き
の
経
験
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
５

。 

江
戸
か
ら
東
京
へ
、
激
動
の
時
代
、
町
奉
行
所
か
ら
市
政
裁
判
所
、
そ
し
て
東
京

府
へ
と
、
江
戸
・
東
京
市
中
の
行
政
・
司
法
・
警
察
を
司
っ
た
組
織
が
ど
の
よ
う
な

変
遷
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
を
物
語
る
貴
重
な
資
料
で
す
。 

 

資
料
の
画
像
は
、
当
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
６

。
今

回
ご
紹
介
し
た
資
料
の
他
に
も
多
く
の
興
味
深
い
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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１ 
北
町
奉
行
所
は
呉
服
橋
門
内
（
現
千
代
田
区
大
手
町
１
丁
目
７
番
地
、
Ｊ
Ｒ
東

京
駅
構
内
日
本
橋
口
付
近
）、
南
町
奉
行
所
は
数
寄
屋
橋
門
内
（
現
千
代
田
区
有

楽
町
２
丁
目
８
番
地
、
Ｊ
Ｒ
有
楽
町
駅
銀
座
口
前
付
近
）
に
所
在
し
て
い
ま
し

た
。 

２ 

「
勤
向
改
革
大
概
」
『
鎮
台
府
一
件
・
２
』
請
求
番
号
６
０
５
．
Ａ
５
．
０
７ 

３ 

吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版 

４ 
 (

白
い
砂
が
敷
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う)

 

江
戸
時
代
、
奉
行
所
の
法
廷

の
一
部
。
当
時
は
身
分
に
よ
り
出
廷
者
の
座
席
に
段
階
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ

こ
は
百
姓
、
町
人
を
は
じ
め
町
医
師
、
足
軽
、
中
間
、
浪
人
な
ど
が
着
席
し
た
最

下
等
の
場
所
。
砂
利(

じ
ゃ
り)

。 

ま
た
、
そ
れ
か
ら
転
じ
て 

訴
訟
を
裁
断
し
た
り
、
罪
人
を
取
り
調
べ
た
り
し

た
所
。
奉
行
所
。
裁
判
所
。
法
廷
。（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』） 

５ 

附
録
市
政
裁
判
所
時
代
の
判
事
―
「
町
奉
行
勤
役
中
の
話
」
土
方
久
元
伯
の
談

（
東
京
都
公
文
書
館
Ｈ
Ｐ 

https://w
w
w
.soum

u.m
etro.tokyo.lg.jp/ 

01soum
u/

archives/0402lobby05furoku.pdf

） 

６ 

東
京
都
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ 

https://dasasp03.i-repository. 

net/il/m
eta_pub/G

0000002tokyoarchv03_0001192070001
 

                                        

             

 


